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榊
原
家
家
臣
団
の
形
成
過
程
と
幕
藩
関
係

―
館
林
・
白
河
時
代
を
中
心
に
―

小
宮
山
　
敏
和

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
榊
原
家
（
康
政
・
康
勝
・
忠
次
）
②
館
林
藩
　
③
譜
代
大
名
　
④
家
臣
団
編
成
　
⑤
付
人
﹈

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
譜
代
大
名
（
1
）

の
家
臣
団
編
成
の
特
徴
を
み
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
・
近
世
移
行
期
（
2
）

の
徳
川
家
の
家

臣
構
造
や
権
力
構
造
、
及
び
近
世
期
の
幕
藩
関
係
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
譜
代
大
名
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
大
別
す
る
と
次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
近

世
の
一
大
名
と
し
て
捉
え
て
藩
機
構
や
軍
事
編
成
な
ど
の
藩
体
制
の
解
明
を
目
的
と
し
た
い
わ
ゆ
る
個
別
藩
政
の
研
究
（
3
）

で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
将
軍
権
力
の
基
盤
と
し
て
、
或
い
は
幕
府
組
織
の
構
成
主
体
と
し
て
、「
譜
代
大
名
」
と
い
う
一
括
し
た
概
念

で
分
析
す
る
将
軍
権
力
論
や
政
権
論
な
ど
の
研
究
（
4
）

等
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
研
究
は
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今
の
と
こ
ろ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、且
つ
具
体
的
・
個
別
的
な
譜
代
大
名
の
性
格
付
け
が
十
分
に
検
討
さ
れ
ず
に
、

幕
藩
体
制
・
幕
藩
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
中
、
最

近
「
幕
閣
譜
代
藩
」
と
い
う
幕
藩
関
係
に
着
目
し
た
分
析
概
念
が
、
下
重
清
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
（
5
）
。
譜
代
大
名
の
組
織
や

権
力
構
造
を
、
幕
藩
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
分
析
す
る
氏
の
研
究
方
法
は
、
本
稿
の
分
析
視
覚
と
通
底
す
る
方
向
性
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
分
析
範
囲
が
幕
閣
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
限
界
が
あ
る
。

ま
た
、
戦
国
期
か
ら
中
・
近
世
移
行
期
の
徳
川
家
家
臣
団
に
関
す
る
研
究
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
代
表
的
な
も
の
に
徳
川
家

の
権
力
確
立
過
程
を
中
心
に
総
合
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
北
島
正
元
氏
（
6
）

や
藤
野
保
氏
（
7
）

の
研
究
が
あ
り
、
ま
た
主
に
戦
国
期
の

徳
川
氏
を
対
象
と
し
て
具
体
的
な
家
臣
団
構
造
を
研
究
し
た
煎
本
増
夫
氏
の
研
究
（
8
）

が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
近
世
幕
藩
体
制
の

前
史
と
し
て
の
視
点
か
ら
接
近
さ
れ
て
お
り
、「
徳
川
氏
」
の
家
臣
団
構
成
や
権
力
構
造
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
榊
原

氏
や
井
伊
氏
な
ど
の
家
臣
団
編
成
の
事
例
は
、徳
川
氏
の
家
臣
団
編
成
の
一
側
面
と
し
て
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
世
史
の
立
場
か
ら
は
、
代
表
的
な
も
の
で
は
『
新
編
岡
崎
市
史
』（

9
）（
以
下
『
岡
崎
市
史
』
と
略
）
の
中
で
新
行
紀
之
氏

が
中
世
・
戦
国
期
の
松
平
氏
の
動
向
を
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
多
隆
成
氏
・
平
野
明
夫
氏
・
柴
裕
之
氏
等
に
よ

っ
て
（
10
）
、
三
河
〜
五
カ
国
時
代
に
か
け
て
の
家
臣
団
構
造
や
権
力
構
造
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
関
東
入
部
以
降
、
江
戸
時
代

を
含
め
、
近
世
期
の
権
力
構
造
を
も
含
め
た
議
論
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
譜
代
大
名
が
戦
国
期
の
徳
川
氏
の
家

臣
と
い
う
立
場
か
ら
大
名
化
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
特
に
近
世
初
頭
に
お
い
て
は
、
将
軍
家
・
幕
府
と
の
権
力
関
係
を
組

み
込
ん
だ
分
析
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
11
）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
幕
府
と
譜
代
大
名
家
臣
団
と
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
、
具
体
的
・
個
別
的
な
譜
代
大
名
分
析
を
行
い
、

幕
藩
関
係
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
具
体
的
に
は
越
後
高
田
藩
と
し
て
幕
末
を
迎
え
る
大
名
榊
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原
家
の
館
林
・
白
河
時
代
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
（
12
）
。
榊
原
家
に
関
し
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
戦
国
時
代
の
徳
川
氏
の
家
臣

か
ら
譜
代
大
名
化
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
譜
代
大
名
の
多
く
は
戦
国
大
名

と
し
て
の
徳
川
氏
の
家
臣
か
ら
近
世
大
名
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
家
臣
団
構
成
、
或
い
は
徳
川
氏
と
の
関
係
が
、

近
世
期
に
お
け
る
幕
藩
関
係
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
、
榊
原
家
を
一
つ
の
事
例
と

し
て
戦
国
期
の
徳
川
家
家
臣
か
ら
近
世
期
譜
代
大
名
へ
の
展
開
過
程
に
も
重
点
を
置
き
分
析
す
る
こ
と
で
、
前
記
の
目
的
に
迫
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
　
榊
原
家
の
出
自
と
徳
川
家
中
で
の
位
置

最
初
に
、
榊
原
家
の
出
自
と
徳
川
家
中
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
13
）（
以
下
『
寛
政
譜
』

と
略
）
に
よ
る
と
、
榊
原
氏
は
源
氏
を
名
乗
り
、
康
政
の
祖
父
で
あ
る
清
長
が
伊
勢
国
一
志
郡
榊
原
村
（
現
三
重
県
久
居
市
）
よ

り
三
河
に
移
住
し
、
家
康
の
父
親
で
あ
る
広
忠
に
仕
え
た
の
が
徳
川
家
と
の
関
係
の
始
ま
り
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
の
藤

原
氏
支
流
に
収
め
ら
れ
て
い
る
榊
原
主
計
頭
経
定
家
条
（
14
）

に
注
目
し
て
み
る
と
、
冒
頭
に
同
書
編
者
の
意
見
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
榊
原
康
政
の
系
統
を
分
家
筋
と
す
る
家
譜
が
経
定
系
の
家
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
の
上
で
康
政
系
の
家
譜
と

経
定
系
の
家
譜
を
比
べ
て
み
る
と
「
そ
の
代
数
呼
名
実
名
と
も
符
号
す
と
い
へ
ど
も
（
中
略
―
著
者
注
、
以
下
同
じ
）
か
れ
は
源

氏
、
こ
れ
は
藤
原
に
し
て
そ
の
祖
の
出
る
と
こ
ろ
を
こ
と
に
す
。
し
か
れ
ど
も
其
称
号
の
お
こ
り
、
家
紋
等
ま
で
お
な
じ
き
と
き

は
、
ま
た
同
家
た
る
に
疑
な
き
に
あ
ら
ず
。
よ
り
て
家
に
尋
る
に
、
各
家
か
た
く
説
を
と
る
こ
と
前
の
ご
と
し
。
故
に
こ
れ
を
弁

じ
て
後
勘
に
備
ふ
。」
と
し
て
、
両
榊
原
家
は
そ
も
そ
も
同
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
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に
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』（
15
）（
以
下
『
寛
永
譜
』
と
略
）
に
よ
る
と
、
両
家
と
も
伊
勢
国
一
志
郡
榊
原
村
よ
り
移
住
と
し
て
い
る
が
、

移
住
の
時
期
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
既
に
源
氏
と
藤
原
氏
に
別
掲
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
両
榊
原
氏
の
氏
の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
の
『
寛
永
譜
』
榊
原
照
久
条
（
16
）（
康
政
家
分
家
、
康
政
兄
清
政
の
子
）
に
関
連

記
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
同
（
元
和
）
八
年
四
月
、
台
徳
院
殿
の
仰
に
、
榊
原
は
元
来
源
性
よ

（
マ
マ
）

り
出
た
り
、
然
者
綸

旨
・
口
宣
い
よ

く
其
む
ね
を
ま
も
る
べ
し
、
と
つ
け
た
ま
ふ
」
と
し
て
、
秀
忠
よ
り
源
氏
を
名
乗
る
様
に
と
の
仰
せ
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
考
え
る
と
、
康
政
系
統
の
同
家
は
『
寛
永
譜
』
の
作
成
さ
れ
る
よ
り
前
の
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
段
階
で
源
氏
を
名
乗
り
始
め
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
以
前
に
関
し
て
は
藤
原
氏
を
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
つ
ま
り
、
藤
原
氏
か
ら
源
氏
へ
と
改
姓
し
て
い
る
可
能
性
を
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
が
た
だ
ち
に
康
政
家

に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。
康
政
家
の
場
合
、
元
和
以
前
の
姓
氏
に
関
す
る
史
料
が
現
時
点
で
確
認
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
藤
原
氏
よ
り
源
氏
へ
の
改
姓
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

で
は
、
榊
原
経
定
家
と
は
一
体
ど
の
様
な
家
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
『
岡
崎
市
史
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
松
平
家
に
お

け
る
位
置
付
け
を
少
し
見
て
い
こ
う
。
松
平
家
の
下
で
の
榊
原
氏
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
の
松
平
奉

行
衆
発
給
文
書
の
中
で
奉
行
衆
の
一
人
と
し
て
、「
榊
原
主
計
忠
直
」
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
17
）
。
ま
た
、
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
の
松
平
奉
行
衆
発
給
文
書
（
18
）

の
中
に
も
「
榊
原
孫
七
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
前
述
の
榊
原
忠
直
と
の
関
係

は
不
分
明
な
が
ら
も
、
榊
原
氏
一
族
が
松
平
奉
行
衆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
具
体
的
役
職
は
わ

か
ら
な
い
が
、
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
に
松
平
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
大
樹
寺
で
の
多
宝
塔
建
立
に
際
し
て
、
奉
加
衆
の
一
人

と
し
て
大
旦
那
の
松
平
清
康
（
家
康
の
祖
父
）
と
と
も
に
寄
進
し
て
い
る
「
榊
原
摂
津
守
殿
」
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
（
19
）
、

榊
原
氏
が
松
平
家
中
に
お
い
て
上
層
家
臣
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
「
主
計
」
や
「
摂
津
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守
」
な
ど
の
官
職
、
或
い
は
「
孫
七
」
と
い
う
通
称
は
榊
原
経
定
家
の
人
物
が
多
く
名
乗
っ
て
お
り
、
榊
原
経
定
家
が
該
当
す
る

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
家
が
松
平
氏
の
上
層
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
榊
原
経
定
家
と
の
直
接
的
関
係
は
わ
か
ら
な

い
が
、
天
文
十
八
年
の
三
河
国
本
証
寺
門
徒
連
判
状
（
20
）

に
は
「
榊
原
主
計
助
」
の
名
が
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
三
河
国

一
向
一
揆
の
一
揆
方
に
は
「
榊
原
七
郎
右
衛
門
惟
宗
」
等
の
榊
原
姓
の
者
が
散
見
さ
れ
る
（
21
）
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
榊
原
一
族

が
三
河
国
、
或
い
は
松
平
氏
周
辺
に
あ
る
程
度
進
出
し
て
い
た
状
況
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
松
平
氏
の
も
と
で
は
榊
原
経
定
家
の
方
が
上
層
家
臣
と
し
て
の
位
置
を
占
め

る
本
家
筋
で
あ
り
、
榊
原
康
政
家
の
方
が
元
来
分
家
筋
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
触
れ
て
お
く
と
、
伊
勢
国
榊
原
村
に
は
依
然
と
し
て
榊
原
本
家
が
存
在
し
て
お
り
（
22
）
、
後
に
秀
吉
家
臣

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
経
定
家
・
康
政
家
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
伊
勢
本
家
か
ら
別
家
し
て
三
河
に
至
っ
た
可
能

性
も
あ
り
、
現
時
点
で
は
決
め
手
に
欠
け
る
。『
岡
崎
市
史
』
で
は
、
こ
の
榊
原
康
政
家
と
経
定
家
と
の
関
係
に
は
特
に
触
れ
て

い
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
点
は
積
極
的
に
評
価
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

で
は
次
に
、
榊
原
康
政
自
身
の
出
自
と
徳
川
家
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
（
23
）
、
天
文
十

七
年
に
榊
原
長
政
の
次
男
と
し
て
三
河
国
上
野
で
生
ま
れ
、
永
禄
三
年
よ
り
家
康
の
側
に
仕
え
て
い
る
。
同
五
年
に
父
長
政
が
死

去
し
、
兄
の
清
政
が
家
を
相
続
（
24
）
。
同
六
年
に
家
康
よ
り
「
康
」
の
字
を
与
え
ら
れ
元
服
す
る
。
前
述
の
榊
原
経
定
家
の
事
な
ど

を
考
慮
す
れ
ば
、
康
政
の
出
自
と
し
て
は
分
家
の
次
男
で
あ
り
、
家
康
の
近
習
と
し
て
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
た
家
臣
と
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
、
出
生
地
で
あ
る
三
河
国
上
野
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
よ
う
。
康
政
が
家
康
の
下
に

出
仕
す
る
頃
の
上
野
は
、
当
時
松
平
家
の
有
力
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
度
々
松
平
家
と
対
立
し
て
い
た
酒
井
将
監
（
25
）

の
本
拠
地

で
あ
っ
た
。
康
政
の
兄
清
政
は
一
時
酒
井
将
監
の
下
で
与
力
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
酒
井
将
監
の
家
臣
で
後
に
榊
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原
家
家
臣
と
な
っ
た
野
々
山
兼
久
は
、
榊
原
家
家
臣
の
由
緒
を
記
し
た
『
知
行
方
先
祖
書
前
篇
』（
26
）（
以
下
『
切
符
方
先
祖
書
』（
27
）

と
と
も
に
『
由
緒
書
』
と
略
す
）
で
は
、
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

史
料
１

（
傍
線
著
者
、
台
頭
・
平
出
は
二
字
空
け
と
し
た
。
以
下
同
じ
）

百
石
　
　
　
　
　
　
　
野
々
山
徳
太
郎
兼
隆

初
代

一
、
野
々
山
弥
左
衛
門
兼
久
参
州
上
野
之
城
主
酒
井
将
監
様
御
家
人
ニ
而
七
百
貫
被
下
置
後
見
役
相
勤
罷
在
候
、
其
後
右
之
御

家
御
亡
落
ニ
付
牢
人
仕
候
、

清
長
様
最
前
上
野
被
成
御
座
候
付
、
弥
左
衛
門
義
　
　
康
政
様
兼
而
御
存
知
被
遊
被
掛

御
目
候
付
、
上
州
館
林
御
拝
領
之
節
道
徳
与
申
拾
三
歳
罷
成
候
世
悴
ヲ
召
連
、
館
林
江
罷
越
何
分
ニ
茂
被
召
仕
被
下
置
候

様
ニ
奉
願
候
之
処
、
早
速
御
知
行
茂
可
被
下
置
候
得
共
、
思
召
茂
御
座
候
ニ
付
、
先
足
軽
同
前
之
御
宛
飼
ニ
而
可
被
召
仕

由
ニ
而
拾
五
俵
ニ
弐
人
扶
持
被
下
置
御
小
性
ニ
被
　
召
出
候
、
拾
五
歳
之
春
江
戸
江
御
供
仕
翌
春
　
御
帰
城
以
後
道
徳
茂

額
ニ
角
ヲ
入
可
申
由
被
　
仰
付
父
弥
左
衛
門
被
召
出
、
今
度
御
（
席
ヵ
）
而
御
座
候
而
　
言
上
被
成
候
処
、
父
子
共
ニ
御

家
江
御
預
ケ
被
為
成
候
旨
　
上
意
御
座
候
由
被
　
仰
付
候
、
道
徳
男
ニ
成
候
間
、
孫
七
郎
与
改
名
可
仕
由
　
御
意
御
座

候
、

（
後
略
）

野
々
山
兼
久
は
右
の
よ
う
に
、
酒
井
氏
配
下
時
代
に
親
し
か
っ
た
こ
と
を
由
緒
と
し
て
榊
原
家
に
出
仕
し
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
康
政
家
は
代
々
酒
井
将
監
家
と
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
の
状
態
か
ら
は
、
松
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平
家
の
有
力
家
臣
と
い
う
姿
は
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。

今
度
は
、
主
に
戦
国
期
の
徳
川
家
中
に
お
け
る
康
政
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
尚
、
本
稿
で
は
概
観
す
る
程
度
に

抑
え
、
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
主
な
特
徴
の
一
点
目
と
し
て
、
徳
川
家
の
所
領
統
治
に
関
す
る
よ
う
な
文
書
等
に
は
、

康
政
の
関
与
は
ま
ず
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
か
ら
同
十
一
年
に
か
け
て
の
武
田
家
旧
臣
に
対
す
る
所

領
安
堵
状
発
給
に
関
し
て
も
奉
者
と
し
て
の
関
与
を
二
点
ほ
ど
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
同
時
期
に
井
伊
直
政
は
四
十
点
以
上
に

奉
者
と
し
て
関
与
し
て
お
り
（
28
）
、
そ
の
度
合
い
は
か
な
り
低
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
二
点
目
と
し
て
は
、
北
条
氏
（
29
）

や
真
田
氏

な
ど
の
他
国
の
領
主
や
近
衛
前
久
（
30
）

等
の
公
家
と
の
間
で
書
状
の
や
り
と
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
も
っ
ぱ
ら
家
康
の
添
状
と

い
う
形
、
或
い
は
家
康
へ
の
取
り
次
ぎ
と
し
て
の
関
与
（
い
わ
ゆ
る
「
申
次
」・「
取
次
」）
を
確
認
で
き
る
。
特
に
北
条
氏
と
の

間
で
は
、
天
正
十
四
年
三
月
に
徳
川
家
康
と
北
条
氏
政
が
伊
豆
国
三
島
で
会
見
し
た
際
に
酒
井
忠
次
と
榊
原
康
政
の
二
人
が
付
き

添
い
と
し
て
同
席
し
、
と
も
に
「
御
音
信
之
物
」
を
北
条
方
と
交
換
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
31
）

関
係
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た

軍
事
的
な
側
面
で
は
、「
一
手
役
」
と
い
う
旗
本
の
旗
頭
的
存
在
で
あ
り
、
家
康
の
常
備
軍
的
存
在
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
（
32
）
。

で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
榊
原
康
政
は
分
家
の
次
男
と
い
う
出
自
で
あ
り
、
本
家
は
室
町
後
期
か
ら
松

平
家
の
奉
行
人
と
し
て
史
料
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
榊
原
経
定
家
、
な
い
し
は
伊
勢
国
人
榊
原
氏
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
康
政
自
身
は
そ
も
そ
も
自
前
の
家
臣
団
組
織
や
所
領
を
持
つ
よ
う
な
、
松
平
家
中
の
中
で
有

力
な
家
臣
で
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
有
力
な
家
臣
で
あ
る
酒
井
家
な
ど
は
、
酒
井
将
監
の
例
が
あ
る
よ
う
に
自
前
の
軍
事
力

で
松
平
惣
領
家
と
対
抗
関
係
に
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）。
榊
原
康
政
は
家
康
の
近
習
と
し
て
の
位
置
か
ら
、
他
国
の
領
主
や
公
家

と
の
書
状
の
や
り
取
り
や
家
康
へ
の
取
り
次
ぎ
な
ど
の
面
で
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
徳
川
家
が
豊
臣
家
の
も
と
で
豊
臣
大
名
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と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
天
正
十
四
年
こ
ろ
に
な
る
と
、
他
家
と
の
交
渉
で
は
徳
川
家
筆
頭
の
酒
井
忠
次
な
ど
と
同
列
に
並
ぶ
程

の
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
次
か
ら
榊
原
家
家
臣
団
の
形
成
過
程
と
そ

の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

二
　
榊
原
家
家
臣
団
の
形
成
過
程
と
そ
の
特
徴

①
戦
国
期
〜
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
館
林
入
部
ま
で

こ
こ
で
は
、
戦
国
期
か
ら
天
正
十
八
年
に
家
康
の
関
東
入
部
に
と
も
な
っ
て
上
野
国
館
林
に
入
部
す
る
ま
で
の
期
間
を
主
た
る

対
象
と
し
て
、
榊
原
家
の
家
臣
団
の
形
成
過
程
や
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
一
点
目
と
し
て
は
、
譜
代
家
臣
や
榊
原
一
門
（
33
）

か
ら
家
臣
化
し
た
も
の
が
、
極
端
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
対
象
時
期
に
お
い
て
、
榊
原
家
譜
代
の
家
臣
は
『
由
緒
書
』
か
ら
判
明
す
る
範
囲
で
見
て
み
る
と
、
竹
尾
藤
右
衛
門
家
（
康
政

の
父
長
政
の
代
か
ら
奉
公
と
の
由
緒
）
た
だ
一
家
の
み
で
あ
り
、
ま
た
一
門
で
家
臣
化
し
た
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
ち
ら
も
榊
原

市
郎
左
衛
門
家
（
34
）（
い
つ
か
ら
家
臣
化
し
た
か
不
明
）
一
家
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
康
政
自
身
の
出
自

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
独
自
の
家
臣
団
が
ほ
ぼ
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
点
が
特
徴
の
一
つ
と
な
る
。

次
に
二
点
目
と
し
て
は
、「
御
付
人
」
の
付
属
が
あ
る
。
こ
れ
は
家
康
よ
り
付
属
さ
れ
た
家
臣
の
こ
と
で
、
史
料
中
で
は
「
公

儀
御
付
人
」
な
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
。『
寛
政
譜
』
に
よ
れ
ば
（
35
）
、
康
政
が
元
服
し
た
翌
年
の
永
禄
七
年
よ
り
付
属
さ
れ
始

め
、
天
正
十
八
年
ま
で
の
間
に
数
回
に
分
け
て
数
人
ず
つ
十
五
人
程
が
付
属
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述

は
正
確
で
は
な
い
。『
由
緒
書
』
等
の
他
の
史
料
を
見
て
み
る
と
、
全
部
で
五
十
人
以
上
の
「
御
付
人
」
の
由
緒
を
持
つ
者
が
お
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り
、
当
時
の
実
数
で
は
更
に
多
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

最
後
に
三
点
目
と
し
て
は
、「
御
付
人
」
主
導
で
榊
原
家
中
が
運
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
永
禄
年

中
に
付
属
と
さ
れ
る
伊
藤
弥
惣
や
伊
奈
外
記
な
ど
の
『
由
緒
書
』
を
見
て
み
る
と
、
伊
藤
弥
惣
の
場
合
は
「
永
禄
年
中
被
　
召
出

御
知
行
被
下
置
弓
足
軽
三
拾
人
御
預
被
遊
候
由
伝
承
候
」（
36
）

と
し
、
伊
奈
外
記
の
場
合
は
「
弓
足
軽
三
拾
人
御
預
被
下
候
、

御

家
御
仕
置
被
　
仰
付
、
御
出
陣
之
節
ハ
士
之
頭
ヲ
茂
被
　
仰
付
候
由
」（
37
）

と
し
て
、
榊
原
康
政
か
ら
弓
足
軽
を
預
け
ら
れ
出
陣
の

節
は
「
士
之
頭
」
を
務
め
る
こ
と
や
、
御
家
の
仕
置
を
任
せ
ら
れ
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
、
軍
事
的
・
政
治
的
側
面
で
「
御
付
人
」

が
家
中
運
営
に
関
与
し
て
い
た
姿
が
窺
わ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
同
時
代
史
料
か
ら
の
裏
付
け
が
な
い
の
で
確
定
的
な
こ
と
は
言

え
な
い
が
、
榊
原
康
政
独
自
の
譜
代
・
一
門
の
家
臣
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
状
況
で
は
、「
御
付
人
」
に
家
中
運
営
が
委
任
さ
れ
て

い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
榊
原
康
政
の
家
臣
団
の
特
徴
は
、
榊
原
家
独
自
の
家
臣
団
を
抱
え
て
い
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
り
、

家
康
よ
り
付
属
さ
れ
た
「
御
付
人
」
に
よ
っ
て
、
家
中
の
仕
置
や
軍
事
統
制
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
同
時
期
に
政
治
的
・
軍
事
的
に
家
康
の
出
頭
人
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
井
伊
直
政
や
本
多
忠
勝
な
ど
に
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
38
）
。

②
館
林
・
白
河
時
代

こ
こ
で
は
、
天
正
十
八
年
の
館
林
入
部
か
ら
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
陸
奥
白
河
転
封
を
経
て
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）

に
播
磨
姫
路
に
転
封
に
な
る
ま
で
の
館
林
・
白
河
時
代
を
主
な
検
討
対
象
と
し
て
考
察
す
る
。
な
お
、
当
該
期
は
初
代
藩
主
康

政
・
二
代
藩
主
康
勝
、
さ
ら
に
三
代
藩
主
忠
次
が
藩
主
と
し
て
藩
政
を
主
導
し
た
時
期
で
あ
る
。
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i

一
門
家
臣
と
譜
代
家
臣

初
代
藩
主
康
政
の
兄
清
政
は
、
前
述
の
よ
う
に
永
禄
五
年
に
父
の
跡
を
継
ぎ
家
康
に
仕
え
て
い
た
。
そ
の
後
家
康
よ
り
、
家
康

嫡
男
の
信
康
に
付
属
さ
れ
信
康
付
家
臣
と
な
っ
て
い
た
が
、
天
正
七
年
に
信
康
が
自
害
さ
せ
ら
れ
た
後
は
康
政
の
元
に
寄
寓
し
て

い
た
。
康
政
が
館
林
に
入
部
し
た
後
は
館
林
に
移
り
住
み
、
合
力
米
三
千
石
を
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
家
康
の
命
に
よ
っ
て
、

清
政
は
駿
河
国
久
能
城
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
館
林
の
家
督
は
子
の
清
定
が
継
ぐ
こ
と
と
な
り
、
清
定
は

康
政
の
下
で
家
臣
化
し
た
（
39
）
。

表
１
の
「
榊
原
家
家
臣
分
布
表
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
表
１
は
「
館
林
藩
榊
原
家
文
書
」（
上
越
市
立
高
田
図

書
館
原
蔵
「
榊
原
家
文
書
」、
群
馬
県
立
文
書
館
撮
影
本
を
使
用
）
の
中
の
、『
御
家
記
日
録
』
所
収
「
遠
江
守
様
御
代
分
限
帳
」

と
『
嗣
封
録
』
巻
之
一
所
収
「
白
川
御
時
代
御
家
中
分
限
長
」

（
マ
マ
）

を
元
に
、『
由
緒
書
』
等
を
加
え
て
知
行
取
家
臣
に
つ
い
て
作
成

し
た
も
の
で
、「
遠
江
守
」
は
二
代
藩
主
康
勝
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
清
定
家
の
石
高
は
榊
原
家
中
で
最
高
で
あ
り
、

石
高
の
面
で
は
家
中
筆
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
姫
路
の

後
に
転
封
す
る
越
後
村
上
時
代
の
分
限
帳
（
40
）

に
よ
る
と
、
こ
の
家
の
石
高
に
は
「
大
名
分
」
と
い
う
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、

一
般
的
な
家
臣
と
は
別
の
扱
い
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
具
体
的
な
こ
と
が
不
明
で
あ
る
の
で
何
と
も
言
い
難
い
が
、
実

際
に
家
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
は
こ
こ
で
は
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
、
清
定
以
外
の
一
門
か
ら
の
家
臣
と
し

て
は
、
既
出
の
榊
原
市
郎
左
衛
門
、
清
政
の
娘
婿
で
あ
る
仁
木
半
左
衛
門
が
い
る
。
仁
木
は
榊
原
家
に
来
た
当
初
、
百
人
扶
持
を

与
え
ら
れ
て
お
り
、
榊
原
家
の
家
臣
と
い
う
よ
り
は
、
清
政
の
事
例
の
よ
う
に
客
将
的
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
後

に
千
石
の
知
行
取
り
と
し
て
家
臣
化
し
て
お
り
、
表
１
の
「
榊
原
家
家
臣
分
布
表
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
知
行
取
の

中
で
も
か
な
り
上
層
の
家
臣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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一
方
で
、
譜
代
家
臣
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前

述
の
よ
う
に
榊
原
家
に
お
け
る
譜
代
家
臣
と
し

て
は
、
康
政
の
父
長
政
の
代
か
ら
仕
え
て
い
る

竹
尾
藤
右
衛
門
家
た
だ
一
家
だ
け
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。『
由
緒
書
』
等
に
よ
る
と
、
当
該

期
こ
の
竹
尾
家
は
知
行
百
五
十
石
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
１
の
「
榊
原
家
家
臣
分

布
表
」
の
方
を
見
て
み
る
と
、
竹
尾
家
の
石
高

が
該
当
す
る
二
百
石
未
満
か
ら
百
石
以
上
の
間

の
層
は
属
す
る
家
臣
の
数
が
最
も
多
い
層
で
あ

る
が
、
そ
の
下
層
の
人
数
は
あ
ま
り
多
く
な
い

こ
と
か
ら
、
知
行
取
家
臣
全
体
か
ら
見
た
場
合

に
は
相
対
的
に
低
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
館
林
入
部
以
降
の

家
中
構
造
と
し
て
は
、
知
行
高
に
着
目
し
た
場

合
、
家
臣
団
組
織
の
上
層
部
に
一
門
家
臣
が
初

―3000
2999―2500
2499―2000
1999―1500
1499―1000
999―900
899―800
799―700
699―600
599―500
499―400
399―300
299―200
199―100
99―00
人数合計
石高合計

1

0

1

0

10

0

3

2

2

15

11

32

69

98

39

283

71168

0

0

1

0

6

0

1

1

0

7

0

3

5

4

5

33

0

0

0

0

3

0

2

0

1

0

1

3

8

2

0

20

*1
0

0

0

*1
0

0

1

1

8

*1＋9

26

56

92

34

230

0

0

2

4

11

1

1

0

11

4＋1

15

45

83

94＋2

41＋1

311＋5

90961.63

0

0

1

3

7

0

1

0

6

1

2

7

10

4

2

44

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

0

1

0

11

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

5

12

15

4

41

0

0

*1
0

*1＋1

0

0

0

5

2

*1＋10

24

61

74

35

215

御
付
人知行高

遠江守様御代分限帳 白川御代分限帳

そ
の
他

（
＊
は
一
門
）

御
付
人

御
付
人
分
家

元
大
須
賀
家
家
臣

そ
の
他

（
＊
は
一
門
）

御
付
人
子
弟

※斜体は寺社等の石高を示す

表１　榊原家家臣分布表

人
数

人
数

内訳 内訳
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め
て
現
れ
、
後
述
す
る
「
御
付
人
」
と
と
も
に
家
中
知
行
高
の
上
層
部
を
構
成
す
る
と
い
う
構
造
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
特

徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
国
期
か
ら
の
譜
代
家
臣
は
相
対
的
に
低
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
新
参
の
一
般

家
臣
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、
譜
代
と
し
て
の
家
中
で
の
優
位
性
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。

ii

「
御
付
人
」
の
さ
ら
な
る
付
属
と
家
臣
化

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
十
一
月
、
時
の
老
中
安
藤
対
馬
守
信
友
か
ら
の
「
公
儀
御
付
人
」
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
対

し
て
、
榊
原
家
か
ら
は
書
付
を
提
出
し
た
。
そ
の
書
付
の
控
え
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

史
料
２
（
41
）

享
保
十
四
年
酉
十
一
月
安
藤
対
馬
守
様
御
家
来

花
井
平
蔵
迄
相
頼
、
御
家
中
公
儀
御
附
人
書
付
被
遣
候
扣
壱
通

公
儀
御
附
人村

上
弥
右
衛
門

（
以
下
五
十
七
人
略
）

〆
五
拾
八
人

右
之
分
式
部
大
輔
（
康
政
）
参
州
遠
州
罷
在
候
節
御
附
被
遊
候
者
共
与
申
伝
候
、
上
州
館
林
拝
領
之
節
式
部

大
輔
家
江
筋
目
有
之
者
共
罷
越
候
類
も
有
之
様
申
伝
候
得
共
、
年
久
敷
儀
故
不
分
明
候
、
旧
キ
書
付
共
も
火

難
之
節
焼
失
仕
候
付
当
時
慥
成
記
録
無
御
座
候
故
、
右
人
別
茂
相
違
之
儀
難
計
奉
存
候
、
右
之
内
其
以
後
御

籏
本
江
被
　
召
出
候
者
茂
御
座
候
、
家
断
絶
仕
候
者
茂
御
座
候
、
以
上
、
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こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
当
初
五
十
八
人
の
「
公
儀
御
付
人
」
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
榊
原
家
で
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
、
三
州
・
遠
州
時
代
に
付
属
し
た
と
申
し
伝
え
て
い
る
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
一
方
、
館
林
拝
領
時
に
出
仕
し
た
者
も
い
る

が
詳
細
は
不
分
明
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
公
儀
御
付
人
」
と
し
て
あ
げ
る
五
十
八
人
で
さ
え
も
相
違
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
後
に
旗
本
に
召
し
出
さ
れ
た
者
や
家
が
断
絶
し
た
者
も
い
る
と
す
る
な
ど
、
当
時
、「
御
付
人
」
の
由
緒

が
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い
な
い
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
正
月
十
九
日
に
目
付
中
川
飛
騨
守
よ
り
な
さ
れ
た
「
御
尋
」
に
対
し
、
同
年
六
月
二
日
に
返
答

し
た
控
え
を
見
て
み
よ
う
。

史
料
３
（
42
）

（
前
略
）

一
、
同
人
（
榊
原
康
政
）
江
御
附
属
之
家
来
伊
藤
弥
惣
・
伊
奈
源
左
衛
門
・
中
嶋
右
衛
門
作
実
名
、
且
天
正
十
八
年
御
附
人
三

十
六
人
性
名
実
名
書
出
之
事

附
属
家
人
筋
目
之
者
系
譜
之
中
新
谷
伝
蔵
先
祖
久
兵
衛
某
蟹
江
城
攻
之
節
、
軍
功
有
之
候
旨
相
見
候
、
貞
享
年
中
新
谷

伝
蔵
書
上
ニ
者
蟹
江
ニ
而
軍
功
有
之
候
者
新
谷
伝
蔵
与
相
見
候
、
久
兵
衛
後
伝
蔵
与
改
名
ニ
も
候
哉

式
部
大
輔
江
御
附
属
之
家
来

伊
藤
弥
惣
正
照

伊
奈
源
左
衛
門
広
質

中
嶋
右
衛
門
作
実
名
不
知
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御
附
人

村
上
弥
右
衛
門
実
名
不
知

（
以
下
三
十
六
人
略
）

都
合
三
拾
七
人
初
メ
三
拾
六
人
御
附
被
遊
候
以
後
遠
山
吉
兵
衛
儀
　
　
権
現
様
達
　
上
聞
筋
目
ヲ
以

三
拾
六
人
御
附
人
之
人
別
ニ
加
へ
御
附
人
之
列
被
仰
付
、
依
之
三
拾
七
人
罷
成
申
候
旨
申
伝
候
、

新
谷
久
兵
衛

蟹
江
城
攻
之
節
軍
功
御
座
候
新
谷
伝
蔵
、
後
久
兵
衛
与
相
改
申
候
、

（
後
略
）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
天
正
十
八
年
の
館
林
入
部
と
と
も
に
「
三
十
六
人
御
預
之
侍
」
が
付
属
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
文
化
の
段
階
に
な
る
と
、
付
属
時
期
で
集
団
化
・
差
別
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
（「
付
属
之
家
来
」
と
「
御
付
人
」
な
ど
）、
由

緒
と
そ
れ
に
よ
る
主
張
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
史
料
２
・
３
か
ら
は
、
検
討
対
象
と
す
る
天
正
期
の
正
確
な
姿
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
個
々
の
「
御
付
人
」
の

付
属
の
時
期
の
不
明
確
さ
は
あ
れ
、
天
正
十
八
年
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
「
御
付
人
」
が
付
属
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
ほ
ぼ
認
め

て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
「
御
付
人
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
榊
原
家
中
に
お
け
る
位
置
か
ら
見
て
い
き
た

い
。
表
１
の
「
榊
原
家
家
臣
分
布
表
」
を
見
る
と
、「
御
付
人
」
は
ど
の
階
層
に
も
万
遍
な
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

「
御
付
人
」
と
し
て
の
特
定
の
階
層
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
五
百
石
以
上
の
階
層
に
着
目
し
て
み
る
と
、
五
百
石
以
上
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の
各
層
で
は
「
御
付
人
」
の
占
め
る
割
合
は
高
く
、
特
に
八
百
石
以
上
に
な
る
と
、
一
門
か
ら
の
家
臣
を
除
き
全
て
「
御
付
人
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
榊
原
家
中
の
上
層
は
「
御
付
人
」
と
し
て
の
由
緒
を
持
つ
家
臣
、

つ
ま
り
徳
川
家
か
ら
付
属
さ
れ
た
家
臣
が
事
実
上
大
半
を
占
め
る
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
上
層
の
「
御
付
人
」

は
、
役
職
と
し
て
は
後
に
大
老
や
組
頭
な
ど
家
中
運
営
の
中
核
を
担
う
職
と
し
て
家
中
で
重
き
を
な
す
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、

榊
原
家
中
は
徳
川
家
と
よ
り
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
た
家
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
「
御
付
人
」
の
知
行
地
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

史
料
４
（
43
）

四
百
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
八
右
衛
門
利
定

一
、
先
祖
丹
羽
四
郎
左
衛
門
於
参
州
奉
公
　
　
権
現
様
江
御
知
行
千
石
余

地
方
ニ
而
拝
領
仕
御
籏

本
ニ
罷
在
候
、
永
禄
年
中
四
郎
左
衛
門
茂
二
男
十
之
丞
召
連
　
　
康
政
様
江
被
遊
御
附
家
々
之
仕
置
等
茂
可
仕
旨
　
　
上

意
ニ
而
罷
越
候
、
此
節
嫡
子
勘
平
別
段
御
知
行
三
百
貫
従
　
　
公
儀
被
下
置
御
旗
本
被
　
召
仕
候
、
四
郎
左
衛
門
ニ
被
下

置
候
千
石
余
之
　
公
儀
御
知
行
御
家
江
罷
越
候
而
茂
右
之
地
方
ニ
而
所
務
仕
候
、
以
後
家
督
千
石
無
相
違
十
之
丞
ニ
被
下

置
四
郎
左
衛
門
隠
居
被
　
仰
付
、
別
知
三
百
石
被
下
置
此
跡
式
三
男
太
兵
衛
相
続
被
　
仰
付
候
、（
後
略
）

史
料
５
（
44
）

六
百
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
田
三
右
衛
門
直
基

初
代

初
名
喜
内
直
孝

赤
羽
村
・
一
色
村

はマ
マ

ち
（
味
ヵ
）
浜
村
・
矢
曽
根
村
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一
、
冨
田
三
右
衛
門
直
忠
初
名
康
勝
御
知
行
千
石
ニ
而
　
　
権
現
様
江
奉
仕
従
永
禄
年
中
　
　
康
政
様
度
々
御
合
戦
之
刻
奉
属

御
手
候
、
天
正
年
中
　
　
権
現
様
御
前
江
被
　
召
出
　
　
康
政
様
御
若
年
候
条
御
側
罷
在
御
一
戦
之
砌
者
掛
引
等
諸
事
相

談
之
上
御
相
手
罷
成
、
勿
論
　
　
御
家
之
御
仕
置
茂
可
仕
旨
、
以
　
　
上
意
御
家
江
被
為
附
候
、
此
節
御
知
行
先
知
之
通

被
下
置
御
仕
置
役
相
勤
申
候
、

（
後
略
）

史
料
６
（
45
）

弐
百
五
拾
石
　
　
　
　
大
竹
六
郎
兵
衛
信
平

初
代

初
名
元
三
郎

一
、
大
竹
善
左
衛
門
参
州

館
林
江
罷
越
御
奉
公
仕
、
御
知
行
八
百
石
拝
領
仕
候
、
且
又
三
州
ニ
而
前
方
　

公
儀
御
知
行

八
拾
石
拝
領
仕
罷
在
候
、
是
又

御
家
江
罷
越
候
而
茂
所
務
仕
候
知
行
所
三
州
之
内
（
後
略
）

史
料
４
〜
６
は
、
そ
れ
ぞ
れ
丹
羽
四
郎
左
衛
門
・
冨
田
三
右
衛
門
・
大
竹
善
左
衛
門
の
『
由
緒
書
』
で
あ
る
。
榊
原
家
に
来
る

前
の
知
行
地
と
来
た
後
の
知
行
地
と
の
関
係
に
着
目
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
、
榊
原
家
に
出
仕
し
た
後

の
知
行
地
の
全
部
、
或
い
は
一
部
は
榊
原
家
出
仕
以
前
か
ら
の
知
行
地
を
そ
の
ま
ま
領
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
榊
原

家
付
属
後
も
公
儀
（
家
康
）
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
知
行
地
は
、
後
に
、
徐
々
に
榊
原
家

か
ら
与
え
ら
れ
る
知
行
地
に
変
更
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
ま
で
に
、
同
様
の
家
臣
団
構
成
を
と
っ
て
い
る
岡

崎
本
多
家
の
事
例
を
見
て
み
る
。



75

榊原家家臣団の形成過程と幕藩関係（小宮山 敏和）

史
料
７
（
46
）
「
河
合
又
五
郎
系
譜
」

権
現
様
よ
り
被
下
置
候
知
行
は
美
濃
守
忠
政
（
忠
勝
子
）
よ
り
差
上
之
、
忠
政
よ
り
元
和
四
戊
午
年
六
月
十
五
日
於
播
州
姫
路

之
内
下
曽
我
部
村
・
長
町
村
・
新
在
家
村
・
東
剣
坂
村
之
内
・
薬
栗
村
之
内
・
田
中
村
・
木
村
・
岡
村
等
之
処
ニ
而
二
千
五

百
石
、
寄
子
給
二
千
五
百
石
、
併
五
千
石
之
地
相
送
之
　
　
所
領
仕
候
、
寛
永
六
己
巳
年
八
月
廿
一
日
播
州
姫
路
ニ
而
病
死

仕
候
、
年
六
十
一
歳
、
葬
地
不
相
知

法
名
光
它
院
栄
誉
長
栖

従
　
　
権
現
様
拝
領
仕
候
二
千
五
百
石
・
寄
子
給
二
千
五
百
石
併
五
千
石
之
　
御
朱
印
は
本
多
甲
斐
守
政
朝
播
州
竜
野
在
城

之
節
拝
見
仕
度
由
申
聞
指
出
置
候
之
処
、
年
号
不
相
知
正
月
二
日
城
中
よ
り
出
火
焼
失
仕
候
（
後
略
）

こ
の
史
料
か
ら
見
る
と
、
家
康
よ
り
宛
行
わ
れ
て
い
た
所
領
は
、
元
和
四
年
に
な
っ
て
藩
主
で
あ
る
本
多
忠
政
か
ら
幕
府
に
返

さ
れ
、
改
め
て
忠
政
よ
り
同
等
の
知
行
地
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
多
家
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
、
榊
原
家
の
場
合

も
同
じ
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
全
て
の
家
臣
が
知
行
地
の
変
更
や
主
従
関
係
の
変
更
に
つ
い
て
問
題
な
く
同
意
し
て
、
榊
原
家
家
臣
と
な
っ
て
い
る

訳
で
は
な
か
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
榊
原
家
に
お
い
て
一
般
に
「
三
家
老
」
と
称
さ
れ
る
三
家
（
原
田
・
村
上
・
中
根
）

は
、
公
儀
よ
り
千
石
宛
知
行
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
公
儀
知
行
地
の
拝
領
過
程
に
つ
い
て
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

史
料
８
（
47
）
「
三
家
老
知
行
由
緒
及
び
租
納
高
取
調
」
所
収

覚



76

学習院大学人文科学論集ⅩⅤ（2006）

天
正
十
八
年
従
　
　
権
現
様
榊
原
故
式
部
大
輔
（
康
政
）
上
州
館
林
城
附
十
万
石
被
下
置
候
節
、
中
根
善
右
衛
門
・
村
上
弥
右

衛
門
・
原
田
権
左
衛
門
三
人
御
預
被
遊
候
付
、
榊
原
遠
江
守
康
勝
・
松
平
式
部
大
輔
忠
次
代
迄
相
勤
申
候
、
（1）
忰
共
年
頃
ニ
も

罷
成
候
ニ
付
、
式
部
大
輔
（
忠
次
）
ニ
断
申
候
而
御
当
地
江
罷
越
、
御
老
中
様
方
迄
委
細
申
上
候
へ
ハ
、
台
徳
院
様
被
達
　
上

聞
候
処
結
構
成
　
　
上
意
ニ
而
、
右
三
人
御
知
行
千
石
宛
被
下
置
之
、
御
年
罷
寄
候
間
当
地
ニ
而
も
御
奉
公
罷
成
間
敷
候
条
、

館
林
被
罷
越
忰
共
与
一
所
ニ
可
罷
在
旨
　
　
上
意
ニ
而
御
座
候
由
承
知
仕
候
、
（2）
其
以
後
段
々
病
死
仕
候
付
、
跡
式
之
儀
何
分

ニ
も
被
　
仰
付
被
下
候
よ
ふ
ニ
与
御
老
中
様
方
江
式
部
大
輔
（
忠
次
）
申
上
候
得
者
、
松
平
伊
豆
守
様
（
信
綱
）
　
　
大
猷
院

様
江
達
　
上
聞
候
処
、
従
　
　
台
徳
院
様
被
下
置
候
知
行
之
儀
無
子
細
可
被
召
上
儀
も
無
御
座
候
間
、
無
相
違
被
下
置
之
旨
御

老
中
様
被
　
仰
付
候
、
依
其
祖
父
善
右
衛
門
・
父
弥
右
衛
門
・
当
権
左
衛
門
、
寛
永
十
六
卯
年
五
月
五
日
太
刀
目
録
を
以
壱
人

ツ
ヽ
被
召
出
継
目
之
御
礼
申
上
候
、
重
而
者
子
細
不
及
申
上
旨
依
被
　
　
仰
付
奉
守
其
旨
、

厳
有
院
（
徳
川
家
綱
）
様
御

代
替
之
節
改
子
細
不
及
申
上
、
（3）
年
始
之
御
礼
ニ
者
式
部
大
輔
在
江
戸
之
節
ハ
代
ル

く
可
罷
越
旨
仰
付
、
其
通
ニ
只
今
迄
仕
　、

年
始
之
御
礼
大
廊
下
溜
ニ
而
無
官
之
御
方
於
後
座
太
刀
目
録
前
ニ
置
御
礼
申
上
候
、
勿
論
下
拙
共
代
替
之
節
ハ
右
之
通
ニ
御
座

候
間
改
不
申
上
候
、
（4）
拙
者
共
先
祖
拝
領
之
地
ハ
上
州
新
田
郡
之
内
ニ
而
御
座
候
、
然
ル
処
式
部
大
輔
館
林
　
奥
州
白
川
江
所

替
被
仰
付
遠
国
ニ
罷
成
候
得
者
、
宗
門
等
之
改
も
時
々
ニ
難
仕
候
間
、
姫
路
近
所
ニ
而
御
替
地
拝
領
仕
度
旨
式
部
大
輔
申
達
御

願
申
上
候
ニ
付
、
播
州
之
内
ニ
而
御
替
地
相
成
之
積
ヲ
以
拙
者
共
へ
被
下
置
候
、
依
之
当
式
部
大
輔
（
政
倫
）
越
後
村
上
江
所

替
ニ
付
、
於
村
上
近
所
三
千
石
三
人
ニ
御
替
地
被
下
置
候
、
其
節
被
　
仰
渡
候
ハ
、
播
州
之
知
行
よ
り
越
後
知
行
ハ
物
成
不
足

ニ
有
之
由
候
間
、
溝
口
左
京
亮
様
上
り
知
行
五
千
石
程
有
之
所
三
千
石
江
込
ニ
被
遊
三
人
江
被
下
置
候
旨
、
稲
葉
美
濃
守
（
正

則
）
様
於
御
番
被
仰
付
、
其
節
榊
原
越
中
守
（
照
清
）
殿
・
坂
部
三
十
郎
（
広
利
）
殿
・
榊
原
先マ
マ

左
衛
門
殿
御
越
候
様
ニ
与
御

老
中
様
方
被
仰
遣
候
由
ニ
而
御
出
合
被
成
下
、
尓
今
拝
領
難
有
仕
合
奉
存
候
、
已
上
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原
田
権
左
衛
門

天
和
元
年
酉
六
月
十
五
日
　
村
上
弥
右
衛
門

中
根
善
右
衛
門

右
之
書
付
ハ
井
上
河
内
守
様
へ
差
上
候
処
、
堀
田
筑
前
守
（
正
俊
）
様
へ
可
被
遣
由
ニ
御
座
候

右
の
史
料
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
二
月
に
榊
原
家
よ
り
政
府
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
三
家
老
知
行
地
に
関
す
る
書
面

の
控
え
の
う
ち
の
一
部
で
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
三
家
老
か
ら
老
中
の
井
上
正
利
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
書
状
の
写
し
で

あ
る
。
傍
線
部
（1）
の
部
分
が
公
儀
知
行
地
拝
領
過
程
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
田
・
村
上
・
中
根
の
三
人
は
子
供
が
成
長

し
た
こ
と
を
理
由
に
榊
原
家
を
退
去
し
、
江
戸
で
老
中
に
掛
け
合
っ
た
と
こ
ろ
、
将
軍
秀
忠
か
ら
千
石
宛
知
行
を
宛
行
わ
れ
、
高

齢
で
あ
っ
た
た
め
に
江
戸
で
奉
公
せ
ず
子
供
と
一
緒
に
い
る
よ
う
に
と
秀
忠
か
ら
上
意
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
48
）
。
つ
ま
り
、
最
終

的
に
は
幕
臣
へ
の
復
帰
を
望
み
、
榊
原
家
の
家
臣
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
例
を
見
る
と
、
本

人
達
に
は
あ
く
ま
で
も
「
徳
川
家
家
臣
」
と
し
て
の
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
最
終
的
に
は
将
軍
直
臣
に
戻
る

と
い
う
行
為
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
他
に
は
明
確
な
事
例
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
家
康
か
ら
の
「
御
付
人
」

が
榊
原
家
の
家
臣
と
な
る
こ
と
に
は
、
い
ろ
い
ろ
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
経
て
、
榊

原
家
家
臣
団
が
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

iii

榊
原
家
中
と
幕
府
と
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、
原
田
・
村
上
・
中
根
の
三
家
は
公
儀
よ
り
千
石
宛
知
行
地
を
拝
領
し
て
い
た
。
こ
れ
は
史
料
８
の
傍
線
部
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（2）
に
あ
る
よ
う
に
子
供
に
相
続
さ
れ
、
幕
末
ま
で
代
々
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
知
行
地
は
実
際
に
榊
原
家
の
知
行
地

と
は
別
に
存
在
し
、
榊
原
家
の
所
領
が
移
動
す
る
と
そ
の
近
く
に
移
さ
れ
た
。

こ
の
公
儀
よ
り
の
知
行
地
は
当
然
幕
府
か
ら
も
把
握
さ
れ
て
い
た
。

史
料
９
（
49
）

今
度
万
石
以
下
地
方
取
之
面
々
、
去
ル
巳
年
よ
り
去
ル
寅
年
迄
拾
ヶ
年
物
成
書
付
差
出
可
申
旨
被
　
　
仰
出
候
ニ
付
、
式
部
大

輔
殿
家
来
之
内
従
公
儀
被
下
知
行
有
之
分
、
村
々
高
物
成
別
紙
案
文
之
通
取
調
、
早
々
御
勘
定
所
へ
差
出
可
被
申
候

右
者
小
栗
上
野
介
（
忠
順
）・
小
栗
下
総
守
（
政
寧
）・
織
田
市
蔵
（
信
重
）
達
之

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
「
万
石
以
下
地
方
取
之
面
々
」
に
対
し
て
軍
役
金
を
課
し
た
時
に
は
、
こ
の
三
家
老
に
も
「
村
々
高

物
成
」
を
「
別
紙
案
文
之
通
取
調
」
べ
て
勘
定
所
へ
差
し
出
す
よ
う
に
と
の
通
達
が
来
て
お
り
、
幕
府
と
し
て
は
「
万
石
以
下
地

方
取
之
面
々
」
と
し
て
一
般
の
旗
本
と
同
様
に
把
握
し
て
い
る
様
子
が
伺
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
史
料
の
様
に
同
年

中
に
藩
主
よ
り
反
論
が
出
さ
れ
る
。

史
料
10（
50
）

拙
者
家
来
原
田
権
左
衛
門
・
村
上
弥
右
衛
門
・
中
根
善
次
郎
三
人
之
者
家
筋
之
儀
者
、
先
祖
康
政
天
正
十
八
年
上
州
館
林
拝
領

之
節
厚
き
依
上
意
附
属
被
　
仰
付
、
右
三
人
之
者
江
知
行
千
石
ツ
ヽ
被
下
置
、
拙
者
よ
り
も
夫
々
知
行
指
遣
、
是
迄
高
并
軍
役

等
申
付
相
勤
来
、
且
近
年
度
々
右
御
用
相
勤
候
節
ニ
も
供
申
付
為
相
勤
候
儀
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
此
度
御
籏
本
方
弐
百
石
以
上
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拾
ヶ
年
之
間
御
軍
役
金
と
し
て
半
高
金
納
被
　
仰
付
候
様
之
儀
御
座
候
而
者
高
并
軍
役
も
難
差
出
、
且
天
正
中
附
属
被
　
仰
付

候
御
趣
意
も
御
座
候
処
、
夫
是
甚
タ
以
致
当
惑
候
ニ
付
、
何
卒
外
御
籏
本
方
知
行
所
之
訳
与
ハ
相
違
い
た
し
候
廉
合
等
厚
御
勘

弁
被
成
下
、
右
様
之
儀
無
御
座
御
差
含
被
下
様
前
以
内
願
申
上
置
候
、
宜
御
指
含
置
可
被
下
候
、
已
上

十
一
月
八
日
　
　
　
　
　
榊
原
式
部
大
輔

榊
原
家
と
し
て
は
、
旗
本
同
様
に
三
家
老
に
仰
せ
付
け
ら
れ
て
も
軍
役
等
も
出
し
難
く
、
且
つ
「
天
正
中
附
属
被
仰
付
候
御
趣
意
」

も
あ
り
、
外
の
旗
本
知
行
所
と
は
訳
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
軍
役
金
賦
課
の
回
避
を
計
っ
て
い
る
。

こ
の
公
儀
か
ら
の
知
行
地
に
つ
い
て
も
う
少
し
関
連
史
料
を
見
て
み
よ
う
。

史
料
11（
51
）
「
知
行
地
村
々
宗
門
改
め
に
つ
き
証
文
」

差
上
申
証
文
之
事

従
　
公
儀
私
共
拝
領
地
拾
三
ヶ
村
御
法
度
之
耶
蘇
宗
門
之
儀
穿
鑿
仕
候
得
共
、
僧
俗
男
女
老
若
至
迄
不
審
成
者
壱
人
茂
無
御
座

候
、
乍
此
上
無
油
断
吟
味
可
仕
候
、
為
後
日
仍
証
文
如
件

文
政
十
年
丁
亥
九
月
　
　
　
原
田
権
左
衛
門
（
印
）（
花
押
）

中
根
善
次
郎

村
上
左
膳

竹
田
十
左
衛
門
殿

伊
藤
忠
兵
衛
殿
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竹
田
勘
太
郎
殿

伊
藤
長
十
郎
殿

竹
田
俊
治
殿

こ
の
史
料
は
公
儀
知
行
地
に
つ
い
て
の
宗
門
改
に
関
す
る
史
料
で
、
領
主
で
あ
る
三
家
か
ら
出
さ
れ
た
証
文
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

公
儀
知
行
地
は
榊
原
家
よ
り
の
知
行
地
と
区
別
さ
れ
て
証
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
宗
門
改
の
提
出
先
を
見
て
み
る
と
竹

田
十
左
衛
門
他
四
名
は
榊
原
家
家
臣
で
あ
り
、
榊
原
家
に
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
側
面
に
お
い
て
は
、
知
行
地
を
介

し
て
の
幕
府
と
の
直
接
的
な
繋
が
り
は
な
い
と
言
え
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
知
行
地
を
介
し
て
の
幕
府
と
の
関
係
は
、
前
述
の
よ
う
に
紆
余
曲
折
は
あ
れ
幕
末
ま
で
続
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
知
行
地
の
性
格
と
し
て
は
、
榊
原
家
よ
り
の
知
行
地
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
宗
門
改
め
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
榊
原
家
か
ら
全
く
独
立
し
て
幕
府
と
直
接
に
繋
が
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
幕
府
と
の

関
係
は
他
の
一
般
的
旗
本
よ
り
も
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
公
儀
知
行
地
以
外
の
面
で
の
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
も
ま
ず
三
家
老
の
こ
と
か
ら
見
て
み

よ
う
。
史
料
８
の
（3）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
榊
原
家
三
家
老
は
藩
主
が
江
戸
在
府
の
時
に
、
交
代
で
将
軍
へ
年
頭
御
礼
を
し
て
い
る
。

御
礼
の
場
所
は
、「
大
廊
下
溜
ニ
而
無
官
之
御
方
於
後
座
」
で
あ
り
、「
太
刀
目
録
前
ニ
置
御
礼
申
上
候
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
「
榊
原
家
文
書
」
所
収
の
「
原
田
重
隆
他
将
軍
へ
年
頭
御
礼
に
つ
き
進
上
目
録
」（
52
）

に
よ
れ
ば
、
進
上
目
録
の
日
付
は
ど
れ

も
正
月
三
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
月
三
日
に
年
頭
御
礼
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
度
は
、
表
２
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、『
由
緒
書
』
か
ら
判
明
す
る
当
該
期
ま
で
の
榊
原
家
家
臣
子
弟
の
付
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属
先
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
も
っ

と
事
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
他
は
不

明
で
あ
る
。
こ
の
表
２
に
よ
る
と
、「
御
付
人
」

の
子
弟
に
は
、
幕
府
旗
本
や
御
三
家
家
臣
・
甲
府

家
家
臣
と
し
て
召
し
出
さ
れ
る
も
の
が
多
く
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
「
御

付
人
」
が
本
質
的
に
は
旗
本
な
ど
の
幕
臣
と
同
様

に
「
徳
川
家
家
臣
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
旗
本
や
各
大
名
付
属
家
臣
の
間
で
横

断
的
血
縁
関
係
が
多
数
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
言
え
ば
、

「
御
付
人
」
は
血
縁
関
係
な
ど
に
着
目
し
た
場
合
、

他
の
大
名
家
臣
と
比
較
し
て
よ
り
強
固
な
幕
府
と

の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
事
に
直
接
関
連
す
る
か
は
ま
だ
わ

か
ら
な
い
が
、
幕
府
老
中
な
ど
が
仲
介
者
と
し
て

家
中
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
。

『
由
緒
書
』
か
ら
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
御
付

氏 名 子弟の氏名 続柄 子弟の所属
付家臣
の有無

神谷助左衛門正武 九左衛門 子 紀伊家 ○
川上四郎右衛門 源右衛門 弟 旗本 ○
神谷金七郎長直 左馬助三正 子 旗本 ○
鷹見九郎兵衛 助之丞（六郎右衛門） 孫 旗本 ○
鷹見新八郎 文右衛門 子 土井大炊頭 ○
山田十太夫 ？ 嫡子 旗本 ○
安松矢之助宗虎 ？ 孫 水戸家 ○

？ 孫 本多家 ○
原田七右衛門一現 鈴木平兵衛重春 子 旗本 ○

鈴木甚五左衛門 子 旗本 ○
鈴木吉兵衛 子 甲府家 ○

沼上八兵衛 勘弥 子 岡部美濃守 ○
小笠原孫左衛門広直 八右衛門直久 子 旗本 ○

金兵衛直仍 子 旗本 ○
村上弥右衛門 彦太郎 子 旗本 ○
前田太郎左衛門 五左衛門 兄 旗本 ○
伊奈源左衛門広質 金三郎正吉 子 尾張家 ○
丹羽四郎左衛門 勘平 子 旗本 ○

田中三郎兵衛 孫 永井信濃守 ○
小笠原権兵衛之成 助右衛門重安 弟 尾張家 ×
竹田四郎兵衛信宗 八右衛門 子 植村右衛門 ×
榊原若狭清定 内記照久 弟 旗本 ×（一族）

右京重久 子 旗本 ×（一族）

表２　家臣子弟の付属先
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人
」
で
あ
る
神
谷
助
左
衛
門
の
場
合
に
は
、
家
中
を
一
旦
退
去
し
た
時
に
、
土
井
大
炊
助
（
利
勝
）・
青
山
図
書
・
安
藤
対
馬
の

取
り
持
ち
で
再
び
奉
公
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
同
じ
く
「
御
付
人
」
の
近
藤
庄
兵
衛
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、

家
中
を
一
旦
退
去
し
た
後
に
、
土
井
大
炊
頭
・
酒
井
雅
楽
頭
の
取
り
持
ち
で
召
し
返
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
江
戸
初
期
で
は
「
御
付
人
」
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
幕
府
に
よ
る
関
与
が
な
さ
れ
て
き
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の

後
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

iv

大
須
賀
家
家
臣
の
編
入
と
白
河
転
封

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
五
月
、
大
坂
夏
の
陣
に
出
陣
し
て
い
た
二
代
藩
主
康
勝
が
、
帰
国
途
中
の
京
都
に
お
い
て
二
十
六
歳

の
若
さ
で
没
し
た
。
康
勝
に
は
子
が
無
か
っ
た
の
で
、
榊
原
家
は
無
嗣
断
絶
の
危
機
に
陥
っ
た
。
し
か
し
大
御
所
家
康
の
命
に
よ

り
、
初
代
康
政
の
孫
に
あ
た
る
大
須
賀
（
松
平
）
忠
次
が
榊
原
家
を
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
（
53
）
。
忠
次
は
慶
長
十
年
生
ま
れ
で
、
同

十
二
年
に
父
忠
政
が
こ
ち
ら
も
二
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で
没
し
た
た
め
に
幼
く
し
て
大
須
賀
家
を
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
榊

原
家
を
継
ぐ
こ
と
と
な
り
大
須
賀
家
は
断
絶
と
な
っ
た
。

元
和
二
年
に
忠
次
が
榊
原
家
を
継
い
だ
際
、
忠
次
は
大
須
賀
家
家
来
の
一
部
を
引
き
連
れ
て
榊
原
家
中
へ
編
入
し
た
（
54
）
。
そ
の

時
の
編
入
過
程
を
元
家
臣
の
『
由
緒
書
』
か
ら
見
て
み
よ
う
。

史
料
12（
55
）

弐
千
七
拾
六
石
八
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
田
勘
太
郎
信
村



83

榊原家家臣団の形成過程と幕藩関係（小宮山 敏和）

（
中
略
）

初
代

一
、（
竹
田
）
十
左
衛
門
前
名
十
太
郎
元
和
元
年
　
　
忠
次
様
横
須
賀
　
館
林
江
被
為
入
候
節
於
駿
府
　
　
権
現
様
上
意
ニ
而
当

御
家
江
御
供
仕
候
様
ニ
与
十
左
衛
門
を
始
頭
立
候
者
共
江
安
藤
帯
刀
殿
被
仰
渡
、
則
於
　
　
御
城
右
之
者
共
　
　
権
現
様

江
　
御
目
見
被
　
仰
付
、
翌
年
　
　
忠
次
様
江
御
暇
被
　
仰
出
駿
府
　
江
戸
表
江
御
出
被
遊
　
　
台
徳
院
様
江
御
礼
被

仰
上
候
節
茂
十
左
衛
門
其
外
頭
立
候
者
共
　
　
台
徳
院
様
江
御
目
見
被
　
仰
付
、
同
年
館
林
江
御
供
仕
罷
越
横
須
賀
之
通

御
仕
置
役
相
勤
申
候
由
、其
節
者
御
勝
手
方
之
儀
茂
御
知
行
方
之
義
共
懸
り
候
而
御
領
分
中
見
分
等
ニ
廻
申
候
由
及
承
候
、

尤
其
砌

横
須
賀
之
御
例
之
通
為
歳
暮
御
祝
儀
御
饌
三
種
二
荷
指
上
年
始
御
規
式
相
勤
候
由
、
元
和
六
年
知
行
千
三
百
拾

四
石
三
斗
横
須
賀
本
知
三
割
増
ニ
而
被
下
置
候
、
寛
文マ
マ

（
永
）九
年
於
館
林
病
死
仕
候
、
嫡
子
出
雲
早
世
仕
次
男
修
理
家
督
相
続

仕
候
、

二
代

一
、
十
左
衛
門
重
吉
前
名
修
理
寛
永
十
年
父
家
督
無
相
違
被
下
置
、
歳
暮
御
祝
儀
等
不
相
替
差
上
候
由
、
年
齢
十
歳
計
之
由
承

伝
候
、
其
以
後
前
髪
取
御
役
義
被
仰
付
候
、
年
始
御
規
式
相
務
候
由
、
寛
永
二
十
年
白
川
御
取
替
初
而
被
為
　
入
候
節
御

供
被
仰
付
罷
越
候
由
及
承
候
、
於
白
川
二
割
御
加
増
ニ
而
千
五
百
七
拾
六
石
八
斗
被
下
置
候
、（
後
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
忠
次
が
大
須
賀
を
発
っ
て
館
林
に
向
か
う
時
、
ま
ず
駿
府
の
家
康
の
元
に
赴
き
、
忠
次
と
竹
田
十
左
衛
門
他

「
頭
立
候
者
共
」
が
家
康
に
御
目
見
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
江
戸
に
赴
き
、
将
軍
秀
忠
に
も
同
様
に
御
目
見
を
行
い
、
館
林
に

入
っ
て
い
る
。
こ
の
際
大
須
賀
家
よ
り
の
家
臣
は
、
史
料
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
大
概
大
須
賀
家
の
時
の
知
行
高
の
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三
割
加
増
で
召
し
抱
え
ら
れ
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
表
１
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
元
大
須
賀
家
家
臣
は
前
述
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、

二
代
康
勝
時
代
の
「
遠
江
守
様
御
代
分
限
帳
」
に
は
で
て
こ
な
い
。
出
て
く
る
の
は
、「
白
川
御
代
分
限
長
」

（
マ
マ
）

か
ら
と
な
る
。
こ

ち
ら
で
元
大
須
賀
家
家
臣
の
位
置
を
見
て
み
る
と
、
千
石
以
上
に
二
人
、
六
百
石
未
満
に
三
十
九
人
と
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
史
料
12
で
取
り
上
げ
た
竹
田
十
左
衛
門
が
、「
頭
立
候
者
共
」
は
家
康
に
御
目
見
し
た
と
の
由
緒
が
あ
る
と

言
う
よ
う
に
、
御
目
見
の
由
緒
を
持
つ
者
で
あ
る
。
た
だ
、
後
者
に
お
い
て
も
御
目
見
を
由
緒
に
持
つ
者
が
知
行
高
上
位
者
に
は

何
人
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
前
者
二
人
と
後
者
の
知
行
高
上
位
者
辺
り
が
家
康
に
御
目
見
し
た
「
頭
立
候
者
共
」
に
該
当

す
る
の
だ
ろ
う
（
56
）
。
そ
し
て
、
残
り
の
者
が
一
般
的
な
平
士
身
分
の
者
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
榊
原
家
家
中
全
体
と

し
て
、
元
大
須
賀
家
家
臣
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
る
と
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
前
述
の
よ
う
に
、
比
較
的
知
行
高
が
高
位

の
者
も
い
る
が
、
し
か
し
多
く
は
一
般
家
臣
（「
御
付
人
」
に
対
す
る
一
般
と
い
う
意
味
）
と
同
列
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
須
賀

家
時
代
の
知
行
の
三
割
増
と
い
う
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
て
榊
原
家
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、「
御
付
人
」
の
場
合
の
よ
う
に

家
中
の
上
層
部
を
独
占
す
る
と
言
っ
た
よ
う
な
大
き
な
変
化
は
無
く
、
そ
れ
ま
で
の
榊
原
家
中
の
体
制
内
に
再
編
成
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、
榊
原
家
は
二
万
石
加
増
の
上
で
館
林
よ
り
奥
州
白
河
へ
転
封
し
、
都
合
十
四
万
石
を

領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
前
出
の
史
料
12
の
後
半
に
も
あ
る
よ
う
に
、
家
臣
の
知
行
地
は
一
律
二
割
加
増
と
な
っ
た
と

い
う
。
後
に
白
河
よ
り
一
万
石
加
増
で
姫
路
に
転
封
に
な
っ
た
時
に
は
、
家
中
に
対
す
る
一
律
加
増
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

大
幅
な
家
臣
の
編
入
も
な
い
の
で
、
こ
の
白
河
転
封
の
際
の
措
置
に
よ
っ
て
、
榊
原
家
中
の
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
基
本
的
な

姿
が
形
作
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
当
時
の
家
臣
団
の
中
核
は
、「
御
付
人
」・
一
門
家
臣
に
よ
る
家
中
運
営
の
中
に
、
大
須
賀
家
よ
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り
の
「
頭
立
候
」
家
臣
が
加
わ
っ
た
形
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
数
的
に
は
「
御
付
人
」
の
由
緒
を
持
つ
者
が
圧
倒
的
に
多

く
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。

v

小
括

榊
原
家
の
家
臣
団
編
成
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
家
康
か
ら
の
「
御
付
人
」
を
中
核
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
天
正
十
八
年
の
館
林
入
部
以
前
で
は
、
康
政
へ
の
「
御
付
人
」
の
付
属
は
、
小
規
模
且
つ
数
回
に
か
け
て
な
さ
れ
て
来
た
の

に
対
し
、
同
年
の
館
林
入
部
の
時
に
は
「
三
十
六
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
様
に
、
一
括
・
大
量
の
「
御
付
人
」
を
付
属
さ
れ
、
そ
の

後
は
そ
の
「
御
付
人
」
を
中
核
と
し
て
藩
体
制
を
構
築
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
後
に
「
三
家
老
」
と
言
わ
れ
、
榊
原
家
中
で
最

高
の
格
式
を
持
っ
た
家
が
「
三
十
六
人
衆
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
事
は
、
館
林
入
部
時
の
「
御
付
人
」
が
近
世
期
の
家
中
の
中

核
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
榊
原
家
家
臣
団
は
、
元
和
二
年
に
大
須
賀
家
か
ら
の
家
臣
を
編
入
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
近
世
を
通
じ
て
の
主
要
な
家
臣
団

構
成
を
整
え
る
こ
と
と
な
る
。
白
河
以
後
姫
路
城
主
時
代
に
、
寺
島
志
摩
守
（
忠
次
後
室
の
実
家
）
の
家
臣
や
姫
路
在
住
の
武
士

な
ど
も
召
し
だ
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
や
位
置
は
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
榊
原
家
家
臣
団
の
本
来
的
な

性
格
と
し
て
は
、
徳
川
家
家
臣
団
よ
り
分
出
・
独
立
し
た
も
の
を
上
部
組
織
と
し
て
、
途
中
大
須
賀
家
か
ら
引
き
連
れ
て
き
た
家

臣
を
加
え
、
下
部
に
大
量
の
在
地
武
士
や
浪
人
、
あ
る
い
は
家
臣
団
内
部
で
の
分
家
に
よ
る
新
規
家
臣
を
置
く
こ
と
で
構
成
さ
れ

て
い
る
と
い
え
、
中
世
来
の
本
来
的
な
主
家
・
被
官
関
係
を
元
に
成
立
し
た
「
譜
代
大
名
」
家
よ
り
も
、
よ
り
徳
川
家
と
の
関
係

が
濃
密
な
大
名
家
と
し
て
成
立
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
家
が
石
高
十
五
万
石
で
、「
譜
代
大
名
」
の
中
で
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も
最
上
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
将
軍
と
「
譜
代
大
名
」
と
の
関
係
さ
ら
に
幕
藩
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
要

素
と
な
ろ
う
。

ま
と
め
と
今
後
へ
の
展
望

本
稿
で
は
、
主
に
榊
原
家
家
臣
団
が
家
康
よ
り
の
「
家
臣
」
を
中
心
と
し
て
家
臣
団
編
成
を
し
、
天
正
十
八
年
の
館
林
入
部
以

降
は
、
館
林
入
部
時
の
新
た
な
家
康
付
属
「
家
臣
」
を
中
核
と
し
て
、
榊
原
家
中
、
あ
る
い
は
藩
体
制
を
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
た
め
中
世
来
の
主
家
・
被
官
関
係
を
基
本
と
し
て
成
立
し
て
き
た
大
名
家
よ
り
も
、
上
層
家
臣
団
に
関
し
て
は
徳
川

家
（
幕
府
）
と
の
間
で
よ
り
濃
密
な
人
間
関
係
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
家
臣
」
が
藩
の
上
層
の
大
部

分
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
成
立
過
程
を
経
た
譜
代
大
名
家
よ
り
も
、
よ
り
徳
川
家
と
親
密
な
譜
代
大
名
家
と
し
て
成
立

し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
少
し
展
望
を
述
べ
て
み
る
。
こ
れ
ま
で
譜
代
大
名
や
旗
本
は
、
徳
川
将
軍
家
の
軍
事
的
権
力
基
盤
と
し

て
一
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
成
立
の
差
異
や
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
省
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
結
果
か
ら
、
徳
川
家
康
が
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
行
っ
た
家
臣
団
組
織
に
対
す

る
権
力
確
立
過
程
を
考
え
て
み
る
と
、
天
正
十
八
年
の
関
東
移
封
を
期
に
在
地
と
切
り
離
さ
れ
て
権
力
基
盤
を
失
っ
た
旧
来
か
ら

の
有
力
家
臣
を
抑
え
、
家
康
出
頭
人
に
出
自
を
持
つ
榊
原
康
政
や
井
伊
直
政
・
本
多
忠
勝
な
ど
を
中
心
に
、
家
康
家
臣
か
ら
「
分

出
」
し
た
家
臣
（
陪
臣
）
を
中
核
に
持
つ
有
力
家
臣
（
大
名
家
）
を
旧
来
か
ら
の
有
力
家
臣
の
上
位
に
新
た
に
成
立
さ
せ
る
こ
と

で
、
そ
れ
ま
で
の
有
力
家
臣
を
権
力
基
盤
と
し
な
が
ら
も
同
時
に
そ
の
被
官
の
動
向
に
規
定
さ
れ
る
関
係
か
ら
、
更
に
一
段
階
上
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位
権
力
化
し
、
家
臣
団
組
織
に
対
し
て
よ
り
家
康
の
意
志
が
働
き
や
す
い
強
力
な
大
名
権
力
確
立
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
慶
長
期
後
半
に
な
っ
て
、
全
く
新
し
い
家
と
し
て
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
の
三
家
を
徳
川
将
軍

家
の
分
家
と
し
て
成
立
さ
せ
た
こ
と
は
、
家
中
と
の
間
に
さ
ら
に
一
階
層
を
置
く
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
絶
対
的
な
上
意
権
力
と

し
て
の
徳
川
家
と
い
う
確
固
た
る
位
置
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
前
述
の
譜
代
大
名
内
で
の
差
異
と
言
う
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
近
世

初
頭
の
幕
府
成
立
期
ば
か
り
で
な
く
、
近
世
期
を
通
じ
て
将
軍
側
近
か
ら
の
譜
代
大
名
化
を
考
え
る
場
合
で
も
、
戦
国
期
か
ら
近

世
大
名
化
し
て
た
譜
代
大
名
と
新
規
の
譜
代
大
名
間
に
お
い
て
、
そ
の
性
格
に
は
自
ず
と
違
い
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
将
軍
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
と
な
ろ
う
。
今
後
の
譜
代
大
名
や
幕
藩
関
係
、
将
軍
権
力
論
な
ど
の
諸
研
究
に

お
い
て
、
譜
代
大
名
内
で
の
性
格
の
差
異
に
注
意
し
た
研
究
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
1
）
「
譜
代
大
名
」
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
現
在
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
意
味
と
、
実
体
的
様
相
か
ら
抽
出
し
た
大
名
像
と
の
間

に
は
乖
離
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
（
松
尾
美
恵
子
「
近
世
大
名
制
の
成
立
」（『
学
習
院
史
学
』
三
三
、
一
九
九
五
）
他
）、
筆
者

も
そ
の
指
摘
に
は
賛
同
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
一
般
的
な
意
味
で
の
「
譜
代
大
名
」
に
変
わ
る
適
当
な
用
語
が
提
示
さ
れ
て
い

な
い
為
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
こ
れ
ま
で
通
り
譜
代
大
名
と
表
記
す
る
。

（
2
）

こ
こ
で
言
う
中
・
近
世
移
行
期
と
は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
を
一
つ
の
時
代
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う
（
黒
田
基
樹
『
中

近
世
移
行
期
の
大
名
権
力
と
村
落
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
）
他
）
動
向
と
は
一
端
距
離
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）

例
え
ば
、
明
治
大
学
内
藤
家
文
書
研
究
会
編
『
譜
代
藩
の
研
究
』（
八
木
書
店
、
一
九
七
二
）、
煎
本
増
夫
『
江
戸
幕
府
と
譜
代
藩
』

（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
）、
根
岸
茂
夫
「
忍
藩
阿
部
氏
家
臣
団
の
形
成
」（『
国
史
学
』
一
〇
一
、
一
九
七
七
）（
の
ち
同
『
近
世

武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）
所
収
）
な
ど
。
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（
4
）

例
え
ば
、
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
）、
藤
野
保
『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
五
）、
朝
尾
直
弘
『
将
軍
権
力
の
創
出
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
な
ど
。

（
5
）

下
重
清
『
幕
閣
譜
代
藩
の
政
治
構
造
―
相
模
小
田
原
藩
と
老
中
政
治
―
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
）。

（
6
）

北
島
氏
前
掲
書
。

（
7
）

藤
野
氏
前
掲
書
。

（
8
）

煎
本
増
夫
ａ
『
幕
藩
体
制
成
立
史
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
九
）、
ｂ
『
戦
国
時
代
の
徳
川
氏
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九

八
。

（
9
）

新
編
岡
崎
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
編
岡
崎
市
史
　
中
世
二
』（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
九
）。

（
10
）

本
多
隆
成
『
初
期
徳
川
氏
の
農
村
支
配
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）、
平
野
明
夫
「
三
河
統
一
期
に
お
け
る
徳
川
氏
の
支
配
体

制
―
酒
井
忠
次
と
石
川
家
成
・
同
数
正
の
地
位
と
権
限
を
通
し
て
」（『
戦
国
史
研
究
』
二
三
、
一
九
九
二
）、
同
「
豊
臣
政
権
下
の

徳
川
氏
」（『
地
方
史
研
究
』
三
〇
五
、
二
〇
〇
三
）、
同
「
戦
国
・
織
豊
期
徳
川
氏
の
謡
初
」（
二
木
謙
一
編
『
戦
国
織
豊
期
の
社
会

と
儀
礼
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）
所
収
）、
柴
裕
之
「
徳
川
氏
の
河
東
二
郡
支
配
と
松
井
忠
次
」（『
戦
国
史
研
究
』
四
五
、
二

〇
〇
三
）、
同
「
戦
国
大
名
徳
川
氏
の
伊
那
郡
統
治
と
菅
沼
定
利
」（『
駒
沢
史
学
』
六
五
、
二
〇
〇
五
）
な
ど

（
11
）

中
・
近
世
移
行
期
の
大
名
権
力
の
変
遷
を
、
譜
代
大
名
を
事
例
に
素
描
し
た
も
の
と
し
て
は
、
拙
稿
「「
藩
」
の
成
立
過
程
と
大

名
権
力
」（
大
石
学
編
『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）
が
あ
る
。

（
12
）

榊
原
家
に
関
し
て
は
近
世
後
期
の
高
田
藩
時
代
に
比
べ
て
、
近
世
前
期
を
検
討
対
象
と
し
た
論
考
は
極
め
て
少
な
い
。
例
え
ば
榊

原
家
の
所
領
や
家
臣
団
構
造
に
つ
い
て
は
、
中
村
辛
一
編
『
高
田
藩
制
史
研
究
』
第
六
巻
（
風
間
書
房
、
一
九
七
一
）
の
中
で
、
研

究
編
第
一
章
「
榊
原
藩
所
領
の
変
遷
」、
同
第
三
章
「
榊
原
藩
三
家
老
の
知
行
所
に
つ
い
て
」
の
部
分
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど

ち
ら
も
高
田
藩
時
代
を
考
察
の
中
心
と
し
て
お
り
、
近
世
前
期
に
つ
い
て
は
そ
の
前
提
と
し
て
扱
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
13
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
巻
、
榊
原
康
政
家
条
。

（
14
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
六
巻
、
榊
原
経
定
家
条
。

（
15
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第
二
巻
、
榊
原
康
政
家
条
、
同
第
十
一
巻
、
榊
原
経
定
家
条
。

（
16
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第
二
巻
、
榊
原
照
久
条
。
ち
な
み
に
照
久
は
康
政
の
兄
清
政
の
子
で
、
康
政
の
甥

に
当
た
る
。
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（
17
）

前
掲
『
新
編
岡
崎
市
史
　
中
世
二
』
七
一
二
頁
。

（
18
）

浄
妙
寺
文
書
『
新
編
岡
崎
市
史
　
史
料
古
代
・
中
世
六
』
六
七
七
頁
、
史
料
二
。

（
19
）

大
樹
寺
文
書
『
新
編
岡
崎
市
史
　
史
料
古
代
・
中
世
六
』
八
四
六
頁
、
史
料
二
三
八
。

（
20
）

本
証
寺
文
書
『
新
編
岡
崎
市
史
　
史
料
古
代
・
中
世
六
』
一
〇
一
三
頁
、
史
料
八
。

（
21
）

煎
本
氏
前
掲
書
ａ
、
四
五
頁
。

（
22
）

藤
田
達
生
「
戦
争
と
由
緒
―
伊
勢
木
造
氏
と
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
―
」（
同
氏
研
究
代
表
『
北
畠
一
族
と
秀
吉
　
三
重
県
久
居

市
上
野
遺
跡
に
関
す
る
総
合
研
究
』
三
重
大
学
上
野
遺
跡
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
二
）
二
七
頁
。

（
23
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
巻
、
榊
原
康
政
家
条
。

（
24
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
康
政
の
系
統
を
本
家
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
で
は
康
政
の
系
統
を
別
家
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
25
）

酒
井
将
監
は
永
禄
六
年
の
三
河
一
向
一
揆
の
際
に
一
揆
に
乗
じ
て
家
康
に
反
旗
を
翻
し
た
が
、
の
ち
に
鎮
圧
さ
れ
関
東
に
退
去
し

た
と
さ
れ
る
。

（
26
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
野
々
山
徳
太
郎
兼
隆
家
条
（『
館
林
藩
榊
原
家
文
書
』
上
越
市
立
高
田
図
書
館
原
蔵
、
群
馬
県
立
文
書

館
撮
影
本
を
使
用
。
以
下
断
ら
な
い
限
り
同
史
料
を
利
用
）。「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
は
、
榊
原
家
家
臣
の
内
、
知
行
取
家
臣
の
系

譜
を
ま
と
め
た
も
の
。
享
保
九
年
に
差
出
の
記
述
が
あ
る
。

（
27
）

前
項
「
知
行
方
先
祖
書
」
と
同
様
、
切
符
取
家
臣
の
系
譜
を
ま
と
め
た
も
の
。
享
保
十
六
年
に
先
祖
書
提
出
の
指
示
が
な
さ
れ
て

い
る
。

（
28
）

中
村
孝
也
『
新
訂
　
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
八
〇
）
四
五
三
頁
。
な
お
、
武
田
旧
臣
の
徳
川
家
へ

の
取
り
込
み
、
及
び
徳
川
家
中
・
江
戸
幕
府
で
の
武
田
旧
臣
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
国
大
名
家
臣
の
徳
川
家
臣
化
に
つ
い

て
―
戦
国
大
名
武
田
家
家
臣
を
事
例
と
し
て
―
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
二
六
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
29
）

榊
原
文
書
『
静
岡
県
史
　
資
料
編
八
　
中
世
四
』
五
〇
一
頁
、
史
料
一
二
二
七
な
ど
。

（
30
）

竜
禅
寺
文
書
『
静
岡
県
史
　
資
料
編
八
　
中
世
四
』
六
五
六
頁
、
史
料
一
五
八
七
な
ど
。

（
31
）

西
山
本
門
寺
文
書
『
静
岡
県
史
　
資
料
編
八
　
中
世
四
』
七
六
四
頁
、
史
料
一
八
三
八
。

（
32
）

煎
本
増
夫
『
幕
藩
体
制
成
立
史
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
九
）
七
六
頁
。
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（
33
）

こ
こ
で
は
、
後
年
榊
原
家
中
で
「
一
門
」
や
「
御
一
族
」
と
分
限
帳
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
家
の
み
で
は
な
く
、
系
図
等
か
ら

親
族
関
係
が
判
明
す
る
家
も
含
め
た
。

（
34
）

文
化
八
年
六
月
二
日
付
「
家
譜
之
内
并
家
来
之
儀
御
尋
ニ
付
御
答
」（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
所
蔵
文
書
、
群
馬
県
立
文
書

館
撮
影
本
）
に
よ
れ
ば
、
康
政
祖
父
清
長
の
弟
に
市
郎
左
衛
門
道
教
と
い
う
人
物
が
お
り
、「
子
孫
家
中
ニ
罷
在
候
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
榊
原
市
郎
左
衛
門
家
条
で
は
、
二
代
目
市
郎
左
衛
門
正
則
が
兄
市
平
の
長
久
手
で
の
戦
死

に
伴
っ
て
家
督
を
継
い
だ
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
御
附
人
」
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
段
階
で
既
に
家
中

に
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
35
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
巻
、
榊
原
康
政
家
条
。

（
36
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
伊
藤
忠
兵
衛
正
実
家
条
。

（
37
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
伊
奈
外
記
広
富
家
条
。

（
38
）

拙
稿
「
井
伊
直
政
家
臣
団
の
形
成
と
徳
川
家
中
で
の
位
置
」（『
学
習
院
史
学
』
四
十
、
二
〇
〇
二
）。

（
39
）

続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
巻
、
榊
原
清
政
家
条
、
続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』

第
二
巻
、
榊
原
清
政
条
、「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
榊
原
若
狭
家
条
。

（
40
）
「
榊
原
家
分
限
帳
」『
村
上
市
史
　
資
料
編
二
　
近
世
一
　
藩
政
編
』（
村
上
市
、
一
九
九
二
）。

（
41
）
「
御
附
人
之
面
々
覚
書
」（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
所
蔵
文
書
、
群
馬
県
立
文
書
館
撮
影
本
）。

（
42
）
「
家
譜
之
内
并
家
来
之
儀
御
尋
ニ
付
御
答
」（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
所
蔵
文
書
、
群
馬
県
立
文
書
館
撮
影
本
）。

（
43
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
丹
羽
八
右
衛
門
利
定
家
条
。

（
44
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
冨
田
三
右
衛
門
直
基
家
条
。

（
45
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
大
竹
六
郎
兵
衛
信
平
家
条
。

（
46
）

本
多
家
文
書
『
姫
路
市
史
　
第
十
巻
　
史
料
編
　
近
世
一
』
六
八
頁
。

（
47
）

榊
原
文
書
『
上
越
市
史
　
別
編
六
　
藩
政
資
料
二
』
一
三
二
頁
、
史
料
一
六
。

（
48
）

こ
の
公
儀
知
行
地
の
拝
領
過
程
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
拝
領
過
程
の
他
に
も
う
一
つ
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
正
十
八
年
の

館
林
拝
領
時
に
家
康
よ
り
宛
行
わ
れ
、
そ
れ
が
元
和
五
年
に
至
っ
て
秀
忠
か
ら
再
度
判
物
と
し
て
だ
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
家
老
の
公
儀
知
行
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
前
掲
書
研
究
編
第
三
章
「
榊
原
藩
三
家
老
の
知
行
所
に
つ
い
て
」
と
浅
倉
有
子
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「
上
級
家
臣
の
家
と
交
際
―
越
後
高
田
藩
榊
原
家
の
三
家
老
を
事
例
と
し
て
―
」（
大
口
勇
次
郎
編
『
女
の
社
会
史
　
一
七
―

二
〇
世

紀
―「
家
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
））
に
詳
し
い
。
浅
倉
氏
は
こ
の
中
で
、
史
料
の
成
立
年
代
等

か
ら
元
和
五
年
に
公
知
を
拝
領
し
た
と
す
る
説
を
妥
当
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
そ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

（
49
）

史
料
８
所
収
と
同
じ
。

（
50
）

史
料
８
所
収
と
同
じ
。

（
51
）

榊
原
文
書
『
上
越
市
史
　
別
編
六
　
藩
政
資
料
二
』
一
二
五
頁
、
史
料
一
三
。

（
52
）

榊
原
文
書
『
上
越
市
史
　
別
編
六
　
藩
政
資
料
二
』
一
二
一
頁
、
史
料
九
。

（
53
）

忠
次
の
父
忠
政
は
康
政
の
長
男
で
、
大
須
賀
康
高
の
元
に
養
子
に
入
っ
て
い
た
。
ま
た
、
忠
政
の
母
は
大
須
賀
康
高
の
娘
で
あ

る
。

（
54
）

戦
国
期
の
大
須
賀
家
と
近
世
期
の
大
須
賀
家
旧
臣
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
酒
入
陽
子
「
家
康
家
臣
団
に
お
け
る
大
須
賀
康
高
の
役

割
」（『
日
本
歴
史
』
六
一
二
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
当
論
文
で
は
戦
国
期
で
は
あ
る
が
大
須
賀
家
が
榊
原
家
同
様
「
御
付
人
」
が
主

体
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
家
康
の
統
制
が
強
い
家
臣
団
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
55
）
「
知
行
方
先
祖
書
前
篇
」
竹
田
勘
太
郎
信
村
家
条
。

（
56
）

元
和
二
年
よ
り
寛
永
二
十
年
ま
で
の
間
に
当
初
の
三
割
加
増
以
外
に
も
加
増
さ
れ
た
家
臣
も
お
り
、
知
行
高
で
は
明
確
な
違
い
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

付
記

本
稿
は
修
士
論
文
の
一
部
を
下
地
に
、
歴
史
学
研
究
会
近
世
史
部
会
例
会
（
二
〇
〇
二
年
十
二
月
）
で
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
し
て
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
。
修
士
論
文
作
成
時
に
は
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
り
、
ま
た
例
会
報
告
の
場
で
も
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
第
三
回
徳
川
奨
励
賞
（
財
団
法
人
徳
川
記
念
財
団
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
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（
2
0
0
6
） Formative Process of the House of Sakakibara’s Vassals and Relations to the Shogunate

—Mainly on Tatebayashi/Shirakawa Times—

KOMIYAMA, Toshikazu

By this paper, I am for the purpose of considering a position of so-called Fudai Daimyo in relations of the Shogunate

for the early modern times, and vassal structure and a power structure of the Tokugawas for the medieval period to the

early modern times. For an object, I examine mainly on Tatebayashi/Shirakawa times of the daimyo Sakakibaras who

makes the last Tokugawa period Echigo Takada Han.

Concretely, the first, I confirm an origin and a position in the whole Tokugawas of the Sakakibaras. The next, I consider

a formation process and a characteristic of the Sakakibara’s vassals.

For a characteristic in vassal formation of the Sakakibaras, there are not most of the hereditary vassal from the Middle

Ages, and to organize the vassal who can call it with O-tsukibito attached to by Ieyasu in the core. It is a characteristic to

be seen in specific the Fudai Daimyo vassal formation of the Ii’s and so on, and cannot confirm this with a Tozama

Daimyo and Fudai Daimyo of the new collection.

And last, I survey a position of Fudai Daimyo in structure and rerations of the Shogunate.

（ 人 文 科 学 研 究 科 史 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 単 位 取 得 退 学 ）


